
　京都市を除く府内１４市１１町村２一部事務組合の平成２４年度公営企業決算の概要は以下のとおりです。

　＜平成24年度  公営企業事業数一覧＞
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20 1 9 1 5 36 18 1 2 1 5 6 6 45 84

20 1 9 1 3 34 18 1 2 1 5 5 6 47 85
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 ▲ 2 ▲ 1

　　南丹病院組合：亀岡市、南丹市、京丹波町　　　山城病院組合：木津川市、笠置町、和束町、南山城村

　

※一部事務組合による病院事業の構成市町村は以下のとおり。

 １．地方公営企業の事業数 

合計(Ｈ23) 119
差引(増減) 1

山城病院組合 2
合計(Ｈ24)

京 丹 波 町
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（税財政担当 075-414-4459）

■　事業数：120事業（法適用36事業、法非適用84事業）
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■　事業数の増減
　　増：福知山市下水（公共）（特環）法適用追加　宇治市駐車場事業(法非適用)追加
　　減：福知山市下水（公共）（特環）法非適用廃止
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上水道 ガス 病院 下水道 介護
福 知 山 市 1,106,073 384,794 3,727,060 489,304
舞 鶴 市 606,509 139,753
綾 部 市 1,325,263 3,329,400
宇 治 市 1,856,974
宮 津 市 189,231
亀 岡 市 2,845,599 1,127,130 ▲ 31,421
城 陽 市 298,226 ▲ 981,524
向 日 市 680,956
長 岡 京 市 1,655,076
八 幡 市 1,293,596 698,062
京 田 辺 市 4,158,561
京 丹 後 市 1,052,422 699,236
南 丹 市 2,051,416
木 津 川 市 1,962,016
大 山 崎 町 298,595
久 御 山 町 949,805
井 手 町 202,216
宇 治 田 原 町 538,492
笠 置 町
和 束 町
精 華 町 1,932,162 13,144
南 山 城 村
京 丹 波 町 558,502
伊 根 町
与 謝 野 町 266,820
南丹病院組合 4,500,450
山城病院組合 2,065,568 130,699

簡易水道 下水道 港湾 市場 と畜 介護 地域開発 駐車場
福 知 山 市 8,493 50,350 2,361 0 ▲ 1,679,329
舞 鶴 市 11,578 9,568 1 ▲ 11,134 28,987
綾 部 市 0 0 0 0
宇 治 市 0 0 0
宮 津 市 0 0 ▲ 153,424 0
亀 岡 市 9,860 29,816
城 陽 市
向 日 市 58,614
長 岡 京 市 5,579 3,218
八 幡 市 1,342
京 田 辺 市 410
京 丹 後 市 85,050 89,865 6,214 47,650
南 丹 市 10,736 46,166
木 津 川 市 4,068 20,804
大 山 崎 町 18,990
久 御 山 町 2,437
井 手 町 3,218 15,432
宇 治 田 原 町 392 3,078
笠 置 町 2,425 0
和 束 町 7,457 4,607 0
精 華 町 130 0 0
南 山 城 村 1,906
京 丹 波 町 5,039 567 742
伊 根 町 104 75 785
与 謝 野 町 8,043 426
注１：空欄は事業を行っていない団体であり、「０」は収支の差し引きがゼロの団体を示す
注２：財政健全化法の「資金不足比率」は解消可能額等を控除するため、上記の赤字額が直接反映しない

（単位：千円）

■地方公営企業法適用事業の状況（剰余額又は不良債務の状況「流動資産－流動負債」）

■地方公営企業法非適用事業の状況（実質収支の状況）

 ２ 府内地方公営企業の決算概要（速報）

（単位：千円）
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1 1 2 1企業が赤字へ

1 1

2 3 2 3 0 0

6 5 1 0

6 0 5 1 1 ▲ 1

45 47 ▲ 2 0

80 4 81 4 ▲ 1 0

114 6 114 5 0 1

赤字黒字

介 護

地 域 開 発

駐 車 場

  注２：「法非適用企業の黒字(赤字)」とは、「実質収支(収入額－支出額－翌年度繰越額)」で示している。

下 水 道

■　赤字事業数：　６事業（Ｈ23年度：５事業）

と 畜

市 場

  注１：「法適用企業の黒字(赤字)」とは、「流動資産－流動負債」で示している。

1企業が赤字解消

1企業が増加

合　計

2企業が法適化※

法
非
適
用

小　計

港 湾

1企業が赤字へ
2企業が法適化※

増減額(A)-(B)Ｈ23年度(B)

法
適
用

病 院

下 水 道

Ｈ24年度(A)

赤字黒字

簡 易 水 道

上 水 道

ガ ス

小　計

介 護

（参考）黒字事業数、赤字事業数

備　　考

（単位：事業数）

赤字 黒字

■　下水道事業（法非適用）で２公営企業が法適用企業化した。（福知山市）

　　・下水道（公共）（特環）事業が法適化。

　　・地域開発(３事業)：福知山市、宮津市(臨海土地造成、住宅用地造成)

■　黒字事業数：１１４事業（Ｈ23年度：１１４事業）

　　・一般会計繰入金による赤字補填により、赤字が解消した。

■　介護事業で１公営企業が赤字を解消した。（精華町）

    ・下 水 道(２事業)：亀岡市（公共）、城陽市(公共)

■　下水道事業（法適用）で１公営企業が赤字になった。（亀岡市）

　　・一般会計繰入金の減により赤字になった。

　　・市場(１事業)：舞鶴市（市場）
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Ｈ23年度 Ｈ24年度

地域開発
事業

5.2% 10.4%

市場 － 158.7%

注１：資金不足比率の算出方法は以下のとおり

①法適用企業の場合・・・・・資金不足比率 ＝ 資金不足額 ÷ 事業の規模

　　資金不足額＝（（流動負債 － 流動資産）－ 解消可能資金不足額）

　　事業の規模＝営業収益の額

②法非適用企業の場合・・・・資金不足比率 ＝ 資金不足額 ÷ 事業の規模

　　資金不足額＝繰上充用額 ＋ 支払繰延額・事業繰越額 － 解消可能資金不足額

　　事業の規模＝営業収益の額

上水道 972,344 468,593 503,751 1,138,278 662,314 475,964 ▲ 165,934 ▲ 193,721 27,787

ガ ス 0 0 0 0 0 0 0 0 0

病 院 4,982,328 4,320,675 661,653 5,013,873 4,164,653 849,220 ▲ 31,545 156,022 ▲ 187,567

介 護 61,451 151 61,300 65,279 606 64,673 ▲ 3,828 ▲ 455 ▲ 3,373

下水道 3,169,178 2,264,836 904,342 2,308,147 1,568,966 739,181 861,031 695,870 165,161

小　計 9,185,301 7,054,255 2,131,046 8,525,577 6,396,539 2,129,038 659,724 657,716 2,008

簡易水道 2,389,959 1,743,471 646,488 2,162,290 1,561,258 601,032 227,669 182,213 45,456

港 湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市 場 2,218 326 1,892 0 0 0 2,218 326 1,892

と 畜 1,904 0 1,904 1,900 0 1,900 4 0 4

地域開発 671,762 0 671,762 354,161 0 354,161 317,601 0 317,601

駐車場 69,974 4,442 65,532 13,040 4,756 8,284 56,934 ▲ 314 57,248

介 護 79,315 0 79,315 38,397 0 38,397 40,918 0 40,918

下水道 14,191,743 8,387,537 5,804,206 14,909,997 8,928,988 5,981,009 ▲ 718,254 ▲ 541,451 ▲ 176,803

小　計 17,406,875 10,135,776 7,271,099 17,479,785 10,495,002 6,984,783 ▲ 72,910 ▲ 359,226 286,316

26,592,176 17,190,031 9,402,145 26,005,362 16,891,541 9,113,821 586,814 298,490 288,324

注１：「基準内繰入金」とは総務省からの繰入基準に係る通知に基づいて一般会計等からの繰入れたものを示す

注２：「基準外繰入金」には、他会計繰入金のほか、他会計出資金、他会計補助金、他会計借入金が含まれる。

（単位：千円）

市場

福知山市

 ４．他会計繰入金の状況

舞鶴市

大規模街区の売却がなく、売払収入が減少
したことに加え、石原地区において価格改
定（値下げ）を行ったため。

合　計

繰入金
合　計

法
適
用

法
非
適
用

基準外
繰入金

繰入金
合　計基準内

繰入金
基準内
繰入金

Ｈ24年度(A) H23年度(B)

繰入金
合　計

増減額(A)-(B)

基準外
繰入金

基準内
繰入金

基準外
繰入金

 ３．財政健全化法に係る資金不足比率の状況 

資金不足の状況等

売上高の減や、市場使用面積の縮小等によ
る使用料収入の減（平成25年6月30日付けで
会計廃止）。

資金不足比率
区　　　分

■　財政健全化法の施行により地方公営企業の財政状況を「資金不足比率」で判断するとされている。

■　財政健全化法で定める国の基準値は「２０％（早期健全化基準）」である。

■　資金不足比率が２０％を超過した公営企業は「舞鶴市　市場事業」のみであった。

福知山石原土地区画整理
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上水道

ガ ス

病 院

介 護

下水道

小　計

簡易水道

港 湾

市 場

と 畜

地域開発

駐車場

介 護

下水道

小　計

法
適
用

17,650,236 17,790,178

325,314

 ５．料金収入等の状況

（単位：千円）

Ｈ2４年度(A) H23年度(B) 増減額(A)-(B)

712,724

5,023,180 3,628,442 1,394,738 下水道料金収入

433,971 457,898

35,248,102 医業収入(入院・外来)

備　考

水道料金収入

680,754 31,970 ガス料金収入

▲ 139,942

34,922,788

水道料金収入2,644,593 2,674,162 ▲ 29,569

▲ 23,927

1,588,15359,068,213 57,480,060

介護サービス料金収入

0

市場使用料収入

4,926

0 0 施設使用料

7,015 32,076 ▲ 25,061

688,849 694,758 ▲ 5,909

▲ 306,690

62,452 58,531 3,921 駐車場料金収入

173,131 479,821

5,122 ▲ 196 使用料収入

下水道料金収入

15,793,876 ▲ 1,574,138

▲ 1,210,63411,849,406

介護サービス料金収入

土地売払収入

合　計 73,287,951 73,273,936 14,015

14,219,738

法
非
適
用

10,638,772
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